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（
文
教
科
学
委
員
会
）

国
の
補
助
金
等
の
整
理
及
び
合
理
化
等
に
伴
う
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案

（
閣
法
第
一
六
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
の
国
庫
負
担
率
引
下
げ
等

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
職
員
の
給
与
等
に
係
る
国
庫
負
担
率
を
二
分
の
一
か
ら
三
分
の
一
に
改
め
る
と
と
も
に
、
公

立
養
護
学
校
整
備
特
別
措
置
法
を
廃
止
し
、
公
立
養
護
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の
教
職
員
の
給
与
等
に
係
る
国
庫
負
担

制
度
を
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
に
統
合
す
る
こ
と
。

二
、
市
町
村
費
負
担
教
職
員
任
用
事
業
の
全
国
化

構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
市
町
村
費
負
担
教
職
員
任
用
事
業
を
全
国
化
す
る
た
め
、
市
町
村
立
学

校
職
員
給
与
負
担
法
に
お
け
る
県
費
負
担
教
職
員
の
対
象
を
義
務
教
育
諸
学
校
標
準
法
等
に
基
づ
き
都
道
府
県
が
定
め
る
教

職
員
定
数
に
よ
り
配
置
さ
れ
る
職
員
と
す
る
こ
と
。

三
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
施
設
の
整
備
に
関
す
る
交
付
金
制
度
の
創
設
等
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文
部
科
学
大
臣
は
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
施
設
整
備
基
本
方
針
及
び
同
基
本
方
針
に
基
づ
く
改
築
等
事
業
に
つ
い

て
定
め
た
施
設
整
備
基
本
計
画
を
作
成
し
、
地
方
公
共
団
体
は
、
同
基
本
計
画
に
即
し
た
施
設
整
備
計
画
を
作
成
す
る
と
と

も
に
、
国
は
、
施
設
整
備
計
画
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
で
交
付
金
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
。

ま
た
、
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担
法
に
、
公
立
養
護
学
校
整
備
特
別
措
置
法
に
よ
る
公
立
養
護
学
校
の
小
学
部

及
び
中
学
部
の
新
増
築
に
係
る
国
庫
負
担
制
度
を
統
合
す
る
と
と
も
に
、
法
律
名
を
「
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
施
設
費
の
国

庫
負
担
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
こ
と
。

四
、
交
付
金
制
度
の
創
設
等
に
伴
う
措
置

交
付
金
制
度
の
創
設
及
び
国
庫
補
助
負
担
金
改
革
に
よ
る
税
源
移
譲
に
伴
い
、
産
業
教
育
振
興
法
等
の
補
助
対
象
に
関
す

、

。

る
規
定
の
一
部
を
削
除
す
る
と
と
も
に

交
付
金
化
後
も
従
前
の
補
助
率
を
下
回
ら
な
い
こ
と
と
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と

ま
た
、
定
時
制
・
通
信
制
高
等
学
校
施
設
整
備
に
係
る
補
助
金
の
税
源
移
譲
に
伴
い
、
公
立
高
等
学
校
危
険
建
物
改
築
促

進
臨
時
措
置
法
を
廃
止
す
る
こ
と
。

五
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


